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１．制度概要                          

市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」

の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入

に係る経費の一部を助成します。 

 

 対象者  （詳細は、２ページをご確認ください） 

久留米市内で事業を営む中小企業、個人事業者 

 

 対象事業  （詳細は、３ページをご確認ください） 

令和７年４月１日以降に久留米市から認定（変更認定）を受けた 

「先端設備等導入計画」に基づく、市内事業所への補助対象設備の導入 

 

 対象設備  （詳細は、３ページをご確認ください） 

当該計画に基づき導入する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備 

※ 当該計画において固定資産税等の課税標準の特例の対象となるもの    

  （設備の種類に応じて最低取得価格の設定があります。） 

 

 対象経費  （詳細は、４ページをご確認ください） 

補助対象設備の取得費用 

 

 補助額  

補助対象経費 × 補助率 で算出 

補助上限額  ５００万円   補助率  １／２ 

算出した補助金額に 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 

 

 申請期限等  

  必要書類をご準備の上、令和８年１２月２８日（月）までにご申請ください。 

  ただし、予算の上限に達した場合、申請受付を早期に終了することがあります。 

ご不明な点がございましたら、巻末のお問い合わせ先までお問い合わせください。 
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２．補助対象者                         

 以下の（１）～（６）までの全ての要件を満たす事業者が対象となります。 

 

（１）中小企業等経営強化法第２条第１項に該当する「中小企業者」 

業種分類 

中小企業等経営強化法第２条第１項の定義 

資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

製造業その他＊ ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

政令 

指定

業種 

ゴム製品製造業＊＊ ３億円以下 ９００人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

＊ 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 

＊＊ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

  ※「中小企業者」に該当する法人形態等 

   ・個人事業主 

・会社（会社法上の会社（有限会社を含む。）及び士業法人） 

・企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 等 

（一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等は対象外） 

（２）先端設備等導入計画※に係る認定申請又は変更認定申請を令和７年４月 1日以降に

行い、久留米市の認定を受けていること 

※ 先端設備等導入計画については、９ページをご確認ください。 

（３）市税を滞納していないこと 

（４）市内の事業所において、常時使用する従業員※を１名以上雇用している者 

※ 常時使用する従業員：労働基準法第 20条の規定に基づく「解雇の予告」を必要とする者 

（５）みなし大企業でないこと ※ みなし大企業については８ページをご確認ください。 

（６）次のいずれかに該当する者でないこと 

  ア 宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第４条第２項に規定する宗教法人 

  イ 政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第３条第１項に規定する政治団体 

  ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を

営む者 

  エ 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者 

（法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと。） 

  オ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者  
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３．補助対象事業・補助対象設備                      

（１）補助対象事業 

本事業では、以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。 

【補助対象事業】 

 ・本市から認定（変更認定）を受けた先端設備等導入計画（令和 7年４月 1日以降の

認定に限る。）に基づく事業 

 ・上記計画において、雇用者給与等支給額※の増加率が１．５％以上となる賃上げを

実施する方針を従業員に対して表明していること 

※ 中小企業等経営強化法施行規則第２５条第４項に規定する雇用者給与等支給額 

  ・久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの 

  ・補助金交付決定後に発注・契約したもの 

※ 見積書は交付決定前に取得して問題ありません。 

【対象外となる事業】 

 ・市外の事業所への設備の導入 

・交付決定前に発注・契約、購入、支払い（前払い含む。）が行われた事業 

 

（２）補助対象設備 

  本事業では、以下の全ての要件を満たす設備が補助対象となります。  

【補助対象設備】 

 ・中小企業等経営強化法施行規則第７条第２項で規定する中小企業の生産性の向上に

特に不可欠な設備 

  （次の算式により算定した年平均の投資利益率が５パーセント以上となることが見

込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの） 

  投資利益率 ＝ 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額※の平均 

 ÷ 設備の取得価額の合計額 

※ 設備の取得等をする年度の翌年度以降３カ年度におけるものに限る。 

  ・中古品でないこと 

・リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと 

・以下の表における設備の種類に応じた取得価額※等の要件を満たす設備 

 ※ 資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接用した費用（引取運賃、荷役費、

運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用を含む。） 

設備の種類 最低取得価額（1台・1基又は１設備） 

機械及び装置 １６０万円以上 

器具及び備品 ３０万円以上 

測定工具及び検査工具 ３０万円以上 

建物付属設備 

※家屋と一体で課税されるものは対象外 
６０万円以上 
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４．補助対象経費                        

 

以下の（１）～（４）までの全ての要件を満たす経費が対象となります。 

 

（１）補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費 

 

（２）交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内（最長で令

和９年２月２８日まで）に支払いと事業遂行が完了した経費 

 

（３）他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費 

 

（４）支払証拠資料（振込受領書、領収書等）により支払の事実が確認できる経費 

 

【対象外となる経費】 

 ・消費税及び地方消費税相当額 

・振込等手数料、インターネットバンキング利用料等 

・交付決定前に発注・契約、購入、支払い（前払いを含む）が行われた経費 

・国や県等が実施する他の制度から助成を受ける経費 

・自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの 

 （フランチャイズチェーン指定の設備を本部以外から購入する場合を含む） 

・（開業していない）個人からの購入やオークションによる購入 

・支払証拠資料により支払いの事実が確認できない経費 

 

 

【留意事項】 

・補助金執行の適正確保のため、原則、口座振込（銀行振込）により支払を行ってくだ

さい。また、支払いは必ず申請する事業者の名義（法人は法人名義）で行ってくださ

い。 

・やむを得ず、現金払・クレジットカード払等、他の決済手段を利用する場合は、事前

にご相談ください。（事前相談なく口座振込以外の決済手段を選択し、支払証拠資料

が揃わない場合は、補助対象外となります。） 

・自社振出・他社振出に関わらず、小切手・手形・相殺による支払は不可です。 

・入手価格の妥当性を証明できるよう、できるだけ相見積りをとり、購入先を検討する

等、適正な出費に努めてください。 
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５．申請から交付までのながれ                  

申請の前に【先端設備等導入計画の認定を受けていない場合】 

 市に先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。 

 ９ページ「７．先端設備等導入計画について」をご確認の上、必要書類の提出をお願い

します。 

  ※計画の認定申請と同時に、当補助金の交付申請を行うことができます。 

 

（１）交付申請 

  交付申請は、下記のいずれかの方法により行ってください。 

① 補助金申請システム jGrants※を利用しオンライン申請（ファイル一括提出） 

② 紙媒体で書類をご準備の上、郵送又は窓口へ提出 

※補助金申請システム jGrants の利用には、「gBizID プライム」のアカウントが必要

となります。gBizIDの詳細については、gBizID WEBサイトをご確認ください。 

【gBizID WEBサイト】 https://gbiz-id.go.jp/top/ 

申請に必要な書類については、「６．提出書類」（７ページ）をご確認ください。申請順

に審査を行います。なお、必要に応じて、現地確認の実施や追加資料の提出を求めること

があります。 

 

①の場合は、当申請の手引きに加え、「オンライン申請にあたっての留意事項」をご確

認ください。（システム内の補助金概要ページよりダウンロード可能です。） 

 

  ②の場合は、差出人住所・氏名を封筒裏面に記載し、下記宛先に（簡易書留、レターパ

ック等の追跡できる方法での）郵送、又は窓口までご持参ください。 

 

受付期間 ： 令和８年１２月２８日（月）まで 【当日消印有効】 

※期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。 

宛  先 ：〒830-8520 久留米市城南町１５－３ 久留米市役所 商工政策課  

 

 

（２）審査・結果通知 

申請受付後、市による審査を経て、受付後２～３週間を目途に、交付又は不交付決定

通知を郵送します。 

  

https://gbiz-id.go.jp/top/
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（３）事業実施 

事業の実施（契約締結や発注など）は、交付決定通知日以降におこなってください。

事業実施の前に、実績報告にて提出が求められている書類をご確認ください。 

※ 事業開始日の確認資料の例：発注書、申込書、契約書、注文時の FAXまたは電子メール、 

注文履歴画面の写し、相手からの受注確認書・請書 など 

（いずれの場合も発注・申込・契約日の記載が必須） 

 

（４）実績報告 

  「６．提出書類」（７ページ）をご確認いただき、手続きに必要な書類をご準備くださ

い。提出先は「（１）交付申請」と同じ、商工政策課です。 

補助金申請システム jGrantsを利用して交付申請を行った場合は、実績報告についても

オンラインにより行ってください。 

  報告期限は、実施期間完了日の翌日から起算して１ヶ月を経過した日（最長で令和９年

３月１２日まで）となります。（取り組み完了後、速やかに実績報告をお願いします。） 

 

（５）補助金額の確定・入金 

実績報告書類を市で審査し、補助金額を確定します。金額確定後、市から申請者に確

定通知と補助金請求書等支払いに必要な書類を送付します。 

 請求書等支払いに必要な書類を提出後、２～３週間を目安に入金となります。 

 

 

【全体の流れ】   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（６）事業実施後の状況報告（事業実施後５年間） 

  本補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後５年間にわたり、毎年度、本市

が指定する期日までに、事業実施後の状況報告書（第７号様式）を提出してくださ

い。 

  本報告は、本補助事業による効果（労働生産性の向上、賃上げの状況等）を把握

し、今後の施策の検討等に活用することを目的として実施するものです。 

  提出資料（報告書添付資料）、提出時期については、別途通知します。 
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６．提出書類                           

提出された申請書類は返却しませんので、必ず控えを保管してください。 

また、申請書等の様式や記入例は、市ホームページ（下記 URL）からダウンロードで

きます。 

 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou 

/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html 

 

（１）交付申請時 

NO. 申請書類 備考 

１ 交付申請書兼誓約書 第１号様式 

２ 事業計画書 第２号様式 

３ 収支予算書 第３号様式 

４ 役員等調書及び照会承諾書 第４号様式 

５ 先端設備等導入計画認定書及び認定を

受けた計画書の写し 

申請時に認定を受けていない場合は、計画認

定申請書類一式の写し 

６ 見積書・カタログ等、積算の根拠資料 見積書は写しで可 

７ 市税の滞納なし証明書の写し 発行から３か月以内のもの 

８ 市内事業所で事業を営んでいることが

確認できる書類 

法人：登記事項証明書の写し 

個人：確定申告書の写し 等 

 

（２）実績報告時 

NO. 申請書類 備考 

１ 実績報告書 規則第１０号様式 

２ 事業報告書 第５号様式 

３ 収支決算書 第６号様式 

４ 支出した経費の事実を証明する書類 ①銀行振込（明細）受領書・領収書等、預

金通帳の写し、インターネットバンキング

の取引履歴・入出金明細の画面印刷 等 

②納品書・請求書等の写し 

③発注書・契約書等の事業開始日が確認で

きる資料 

５ 導入した設備等の写真 ①設備の設置状況がわかるもの 

②銘板等、設備の型式がわかるもの 

※①②ともに 1設備につき 1枚以上 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
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【留意事項】 

・銀行振込（明細）受領書、領収書等は、市が確認後に写しを取り、原本を返却しま

す（原本の提出が必要です）。 

・インターネットバンキングの取引履歴・入出金明細の画面印刷については、振込の

実行が確認できる必要があります。（振込実行前に出力される「振込受付」「受付済

み」の状態では、経費支払の証拠資料として不十分です。） 

・請求書、納品書等については、発行日や総額だけではなく、導入設備の内訳が確認

できる必要があります。 

・補助金の交付申請及び実績報告の記載において使用できる通貨の単位については、

日本国通貨（円）に限ります。 

・必要に応じて、追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

 

 

 

 

【２ページの補足】みなし大企業について 

中小企業基本法に規定する中小企業者以外であって、資本金又は出資金の総額が３

億円を超えるもの（以下、「大企業」という。）との関係において、次の①～③に掲げ

るいずれかに該当する場合は、「みなし大企業」として本事業の補助対象者から除外し

ます。 

① 発行済株式の総数又は出資総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している場合 

 ② 発行済株式の総数又は出資総額の３分の２以上を大企業が所有している場合 

 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている場合 
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７．先端設備等導入計画について                          

（１）先端設備等導入計画とは 

中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画で、市に申請を行

い、認定を受ける必要があります。 

主な要件 内容 

対象者 市内に事業所を有する、中小企業等経営強化法第２条第１項に該

当する中小企業者 

計画期間 計画認定から３年、４年又は５年 

労働生産性 計画期間において、基準年度（直近の事業年度）比で労働生産性が

年平均３％以上向上すること 

※ 労働生産性の算定式 

（営業利益＋人件費＋減価償却費）÷労働投入量 

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される

下記の設備 

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属備品 等 

 

（２）先端設備等導入計画のメリット 

  計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などを活用することができます。 

◆固定資産税等の課税標準の特例 

適用要件 ・雇用者給与等支給額を１．５％以上、又は３％以上増加させる賃

上げ方針を従業員に表明 

・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率５％以上の

投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠

な設備 

特例措置 ・１．５％以上の賃上げ表明：３年間、課税標準を１／２に軽減 

・３％以上の賃上げ表明：５年間、課税標準を１／４に軽減 

※令和９年３月３１日までに取得した設備 

 

（３）認定申請手続きについて 

申請書等の様式や手続きの詳細については、市ホームページ（下記 URL）に掲載して

おります。  

 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou 

/2020shoukougyou/3020joseiseido/2023-0303-1323-74.html 

 

  

 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2023-0303-1323-74.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2023-0303-1323-74.html
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８．申請にあたっての留意点・お問い合わせ先                          

 

・交付決定を受けた後、本事業の経費や内容を変更しようとする場合又は本事業を中止す

る場合には、事前に市の承認を得なければなりません。申請内容等に変更が生じる場合

は、速やかに市に連絡をお願いします。 

・補助交付決定において、補助金の交付額が申請書に記載された補助申請額より減額され

る場合があります。 

・補助金交付決定後は、原則、補助金の交付予定額が上限額となります。 

・必要に応じ、本補助金が適正に活用されているか確認を行うため、書類の追加提出及び

説明を求める場合や、現地確認等を行う場合があります。 

・補助金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や申請書類の不正その他交付要件を

満たさないことが発覚した場合、補助金の交付決定を取り消します。この場合、申請

者は、久留米市に補助金を返還していただきます。 

・補助金の振込先は、申請者名義の口座に限られます。（法人は法人又は法人代表者名

義の口座、個人は申請者本人名義の口座） 

・補助事業により取得した財産は、当補助事業の完了後においても、善良な管理者の注

意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければな

らず、市の承認を得ずに処分（廃棄、転売等）をしてはなりません。 

※ 取得財産の処分制限期間については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を準用します。 

・補助対象事業に係る全ての帳簿及び関係書類について、補助事業完了年度の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければなりません。ただし、補助対象設備のうち処分制限

期間を経過しないものに係る関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで

保管しなければなりません。 

・申請された事業者の方に、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力

をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。 

・補助金は会計上、支払額の確定を受けた事業年度における収益として計上するもので

あり、法人税・所得税の課税対象となります（消費税の課税対象とはなりません）。 

また、本補助金は、所得税法第４２条（国庫補助金等の総収入金額不算入）または法

人税法第４２条（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定す

る国庫補助金等に該当します。したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合

した固定資産の取得または改良に充てた場合には、所得税法第４２条または法人税法

第４２条の規定を適用できる可能性がありますので、詳細については、税理士や所轄

税務署におたずねください。 

 

 

お問い合わせ先 （受付時間：平日９時から１７時） 

 久留米市 商工観光労働部 商工政策課 

電 話：０９４２－３０－９１３３ 

ファックス：０９４２－３０－９７０７ 

メ ー ル：syoko@city.kurume.lg.jp 


